
郡山市介護保険事業所における事故等報告事務取扱要領 

平成 26年５月 29日制定 

平成 29年２月 20日一部改正 

[保健福祉部介護保険課] 

 

(趣旨) 

第１条 郡山市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成 24

年郡山市条例第 75号)、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成 11年厚生省令第

38号)、郡山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成

24 年郡山市条例第 76号）、郡山市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例（平成 24年郡山市条例第 77号）、郡山市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関す

る基準を定める条例（平成 24年郡山市条例第 78号）、郡山市指定介護予防サービス等の事業の人員、設

備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等

を定める条例（平成 24 年郡山市条例第 79 号）、郡山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例（平成 24年郡山市条例第 80号）、郡山市指定介護療養型医療施設の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例（平成 24 年郡山市条例第 81 号）並びに郡山市介護予防・日常生活

支援総合事業の人員等に関する基準を定める要綱に基づき、介護保険指定事業者(以下「事業者」という。)

が郡山市に報告しなければならない事故等について定めるものとする。 

(事故の範囲) 

第２条 事業者が報告を行う事故の範囲は、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

(1) 火災の発生 

(2) 地震、津波、台風等の天災による被害 

(3) 利用者等の長時間の所在不明（概ね 24時間経過しても発見できない場合等） 

(4) 利用者等の事故による死傷 

(5) 利用者等間又は職員の暴行等による利用者の死傷 

(6) 感染症又は食中毒（平成 17年２月 22日付け厚生労働省健康局長等通知に基づき報告が必要な場合） 

(7) その他前各号に準ずる重要な事項が発生した場合 

(報告) 

第３条 報告の手順は、次のとおりとする。 

(1) 事業者は第２条に定める事故が発生した場合は、14日以内に介護保険事業所における事故等報告書

（第１号様式。以下「事故等報告書」という。）により市長に提出するとともに、必要な措置を講じな

ければならない。なお、緊急性が高いものと判断した場合は、直ちに報告し、その後事故等報告書を

提出するものとする。 

(2) 事業所事故発生場所が特定できる図面、事業所の事故対応マニュアル、対応の経過が分かる資料等、

必要に応じて資料を提出するものとする。 

(3) 事業者は当該事故等に係る再発防止策等を検討するとともに、事故等報告書提出後 1か月以内に介

護保険事業所における事故等に係る改善結果報告書（第２号様式）を市長に提出しなければならない。 

(市の措置) 

第４条 市は当該事故の発生した事業者の対応状況に応じて保険者として次の各号に掲げる必要な措置



を行うものとする。 

(1) 事業者が行った事故処理並びに利用者等及びその家族に対する連絡及び説明に関する指導 

(2) その他市長が必要と判断した事項 

 

 （その他） 

第５条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

１ この要領は、平成 26年６月 10日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成 29年２月 20日から施行する。 



第１号様式（第３条関係） 

  年  月  日 

介護保険事業所における事故等報告書 

郡山市長 

                          所在地 

                          事業所名 

                          管理者名              印 

 

事故等が発生したので次のとおり概要及び対応状況等について報告いたします。 

施設の種別  

法人名  

事業所名  事業所番号  

利用者 

氏名  年齢  性別  要介護度  

被保険者番号 
 サービス提供開始日 

            年  月  日 

１ 事故概要 

 

 

 

 

 

２ 対応状況 

 

 

 

 

 

３ 問題点 

 

 

 

４ 改善策 
 

 

５ 家族の 

対応状況 

 

 

６ その他 

参考事項 

 

 

添付書類 

(1)事故発生場所が特定できる図面 

(2)事業所の事故対応マニュアル、対応の経過が分かる資料等 

(3)その他参考となる資料 

 



第２号様式（第３条関係） 

  年  月  日 

介護保険事業所における事故等に係る改善結果報告書 

郡山市長 

                          所在地 

                          事業所名 

                          管理者名              印 

 

     年  月  日付けで報告した事故等に係る改善結果について、次のとおり報告します。 

施設の種別  

法人名  

事業所名  事業所番号  

利用者 

氏名  年齢  性別  要介護度  

被保険者番号 
 サービス提供開始日 

            年  月  日 

１ 事故概要 

 

 

 

 

 

 

２ 問題点 

 

 

 

 

 

３ 改善状況 

（結果） 

 

 

 

 

 

 

 

４ その他 

 

 

 

添付書類 
 

 

 


